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議案第４号 

君津市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 君津市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２７年１１月３０日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）及び地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）の制定等

に伴い、個人番号等に関する規定を加えるとともに、徴収猶予及び換価の猶予に係る申請

手続等について新たに規定するほか、所要の規定の整備を行うため、君津市税条例（昭和

４５年君津市条例第２７号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号       

君津市税条例の一部を改正する条例 

君津市税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第５条の次に次の５条を加える。 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第５条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条第３

項及び第５項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予する期間

内の各月（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定す

る月）に分割して納付し、又は納入させる方法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項若しくは第２項の規

定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又は同条第４項の

規定による徴収の猶予をした期間の延長（次項及び第４項において「徴収の猶予期間の

延長」という。）に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当

該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期

限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期

限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認

めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び

各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該

分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期

間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごと

の納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納

入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を

当該変更を受けた者に通知しなければならない。 
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（徴収猶予の申請手続等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実

に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

(4) 当該猶予を受けようとする期間 

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付又は分

割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各

納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

を含む。） 

(6) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場

合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及

び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所）そ

の他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない特別の事情があ

るときは、その事情） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

(3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び

支出の見込みを明らかにする書類 

(4) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場

合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）第６条

の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

(2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２号から

第４号までに掲げる書類とする。 
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５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを

得ない理由 

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間 

(4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げる書類と

する。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

（職権による換価の猶予の手続等） 

第５条の４ 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項及び第

５項に規定する条例で定める方法は、第５条の２第１項に規定する方法とする。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読み替え

て準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させ

る場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書

類とする。 

(1) 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

（申請による換価の猶予の申請手続等） 

第５条の５ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。 

２ 法第１５条の６第３項において読み替えて準用する法第１５条第３項及び第５項に規

定する条例で定める方法は、第５条の２第１項に規定する方法とする。 

３ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において読み替え

て準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させ

る場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難

となる事情の詳細 

(2) 第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 
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(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第５条の３第

２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 第５条の３第１項第６号に掲げる事項 

(2) 第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

(3) 第４項第３号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する期間は、

２０日とする。 

（担保を徴する必要がない場合） 

第５条の６ 法第１６条第１項ただし書に規定する条例で定める場合は、次の各号のいず

れかに該当する場合とする。 

(1) 猶予に係る金額が１００万円以下である場合 

(2) 猶予期間が３月以内である場合 

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合

 第６条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」に改

める。 

 第１２条第２項中「市の」を削る。 

 第１３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）」

を「令」に改める。 

 第２４条の２第１項第１号イ中「規定する学校」の次に「若しくは就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条

第７項に規定する幼保連携型認定こども園」を加える。 

第２８条第７項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に

規定する法人番号をいう。第４７条第２項第１号において同じ。）」を加える。 

第４７条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、第２号を第３号とし、第１号

を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地



- 19 - 

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号 

第６２条中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」

に改める。 

 第７０条第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人

番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税に

ついて同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税

について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）」に改める。 

 第７０条の２第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称）」に改める。 

 第７８条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第４号中「前各号」を「前３

号」に改め、同条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏

名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同項第５号中「第１項第３号」

を「前項第３号」に改める。 

 第８１条第１項第１号及び第８１条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第９４条第２項第２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）

又は法人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）」に改める。 

 第９５条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人番号を有しない者

にあっては、氏名及び住所）」に改める。 

 第１３６条の３第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２項中「納期限前７
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日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第 

１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第１４４条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法

人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏

名又は名称）」に改める。 

 附則第７条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は

名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称）」に改め、同条第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８

項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）」に改める。 

 附則第１０条の５第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号中「及び氏名」を「、

氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第１８条第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第５条の次に５条を加

える改正規定、第６条及び第１３条第３項の改正規定、第４７条第２項の改正規定（「納

期限前７日」を「納期限」に改める部分に限る。）、第６２条の改正規定並びに第７８
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条第２項及び第１３６条の３第２項の改正規定（「納期限前７日」を「納期限」に改め

る部分に限る。）並びに次条の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の君津市税条例（以下「新条例」という。）第５条の２、

第５条の３及び第５条の６（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。

以下「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「新法」という。）第１５条

第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条ただし

書に掲げる規定の施行の日以後に申請される新法第１５条第１項又は第２項の規定によ

る徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成２７年改正法附則第１条第６号

に掲げる規定による改正前の地方税法（以下この条において「旧法」という。）第１５

条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５条の４及び第５条の６（新法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予

に係る部分に限る。）の規定は、前条ただし書に掲げる規定の施行の日以後にされる同

項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた旧法第１５条の５第１項の

規定による換価の猶予については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５条の５及び第５条の６（新法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予

に係る部分に限る。）の規定は、前条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に同項に規

定する納期限が到来する徴収金について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条の２第１項第１号イの規定は、所得割の納税義務者が平成２７年

４月１日以後に支出した新条例第２４条の２第１項第１号イに掲げる者に対する寄附金

について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支出したこの条例による改正前の君津

市税条例（以下「旧条例」という。）第２４条の２第１項第１号イに掲げる者に対する

寄附金については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２８条第７項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に行われる同項の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第２８条

第７項の規定による申告については、なお従前の例による。 

３ 新条例第４７条第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する申請書

について適用し、同日前に提出した旧条例第４７条第２項に規定する申告書については、
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なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例第７０条第１項第１号、第７０条の２第１項第１号及び第２項第１号、第

７８条第２項第１号、第８１条第１項第１号並びに第８１条の２第１項第１号並びに附

則第７条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１

号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号、

第１０条の５第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号並びに第１８条第１項第１

号の規定は、施行日以後に提出する新条例第７０条第１項並びに第７０条の２第１項及

び第２項に規定する申出書、新条例第７８条第２項並びに附則第１０条の５第３項及び

第４項に規定する申請書又は新条例第８１条第１項及び第８１条の２第１項並びに附則

第７条の３各項、第１０条の５第２項及び第１８条第１項に規定する申告書について適

用し、同日前に提出した旧条例第７０条第１項並びに第７０条の２第１項及び第２項に

規定する申出書、旧条例第７８条第２項並びに附則第１０条の５第３項及び第４項に規

定する申請書又は旧条例第８１条第１項及び第８１条の２第１項並びに附則第７条の３

各項、第１０条の５第２項及び第１８条第１項に規定する申告書については、なお従前

の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第９４条第２項第２号及び第９５条第２項第１号の規定は、施行日以後に

提出する新条例第９４条第２項並びに第９５条第２項及び第３項に規定する申請書につ

いて適用し、同日前に提出した旧条例第９４条第２項並びに第９５条第２項及び第３項

に規定する申請書については、なお従前の例による。 

 （特別土地保有税に関する経過措置） 

第６条 新条例第１３６条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に規定

する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第１３６条の３第２項に規定する

申請書については、なお従前の例による。 

 （入湯税に関する経過措置） 

第７条 新条例第１４４条第１号の規定は、施行日以後に行われる同条の規定による申告

について適用し、同日前に行われた旧条例第１４４条の規定による申告については、な

お従前の例による。 
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君津市税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第５条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、

その猶予に係る金額をその猶予する期間内の各月（市長がやむを得

ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月）

に分割して納付し、又は納入させる方法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項

若しくは第２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴

収の猶予」という。）又は同条第４項の規定による徴収の猶予をし

た期間の延長（次項及び第４項において「徴収の猶予期間の延長」

という。）に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合に

おいては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入

期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を

定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその

納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができない

ことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定に

より定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごと

の納付金額又は納入金額を変更することができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限

又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は

納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は当該分割納入

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該
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徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、そ

の旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変

更を受けた者に通知しなければならない。 

（徴収猶予の申請手続等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及

びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることができない事情の詳細 

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

(4) 当該猶予を受けようとする期間 

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどう

か（分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合

にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限

及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含

む。） 

(6) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期

間が３月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項

各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証

人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その他

担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない

特別の事情があるときは、その事情） 
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２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げ

る書類とする。 

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足

りる書類 

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

(3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに

同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

(4) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期

間が３月を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第

２４５号。以下「令」という。）第６条の１０の規定により提出

すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳

細 

(2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類

は、第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限

及び金額 

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入するこ

とができないやむを得ない理由 

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間 
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(4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第

４号に掲げる書類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日と

する。 

（職権による換価の猶予の手続等） 

第５条の４ 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第

１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、第５条の

２第１項に規定する方法とする。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２

項において読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定

により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書

類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 

（申請による換価の猶予の申請手続等） 

第５条の５ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、

６月とする。 

２ 法第１５条の６第３項において読み替えて準用する法第１５条第

３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、第５条の２第１項

に規定する方法とする。 

３ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３

項において読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定

により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。 
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４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又

は生活の維持が困難となる事情の詳細 

(2) 第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事 

 項 

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付

期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書

類は、第５条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

(1) 第５条の３第１項第６号に掲げる事項 

(2) 第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

(3) 第４項第３号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８

項に規定する期間は、２０日とする。 

（担保を徴する必要がない場合） 

第５条の６ 法第１６条第１項ただし書に規定する条例で定める場合

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 猶予に係る金額が１００万円以下である場合 

(2) 猶予期間が３月以内である場合 

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合 

（公示送達） （公示送達） 

第６条 法                          第６条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）
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第２０条の２の規定による公示送達は、君津市公告式条例（昭和 

４５年君津市条例第２号）第２条に規定する掲示場に掲示して行う

ものとする。 

第２０条の２の規定による公示送達は、君津市公告式条例（昭和 

４５年君津市条例第２号）第２条に規定する掲示場に掲示して行う

ものとする。 

 （君津市行政手続条例の適用除外）  （君津市行政手続条例の適用除外） 

第１２条 省略 第１２条 省略 

２ 君津市行政手続条例第３条第１項、第４条又は第３３条第４項に

定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によ

る  徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るため

に行われる行政指導（同条例第２条第７号に規定する行政指導をい

う。）については、同条例第３３条第３項及び第３４条の規定は、

適用しない。 

２ 君津市行政手続条例第３条第１項、第４条又は第３３条第４項に

定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によ

る市の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るため

に行われる行政指導（同条例第２条第７号に規定する行政指導をい

う。）については、同条例第３３条第３項及び第３４条の規定は、

適用しない。 

＊（市民税の納税義務者等） ＊（市民税の納税義務者等） 

第１３条 省略 第１３条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、

令                             

第４７条に規定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益

事業を廃止したものを含む。第１７条第２項の表の第１号において

「人格のない社団等」という。）又は法人課税信託の引受けを行う

ものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規

定を適用する。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）

第４７条に規定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益

事業を廃止したものを含む。第１７条第２項の表の第１号において

「人格のない社団等」という。）又は法人課税信託の引受けを行う

ものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規

定を適用する。 

 ＊ 第１３条は、君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年

君津市条例第１７号）第１条中平成２８年４月１日施行予定の同条

の改正規定による改正後の規定。 



-
 
8
 
- 

 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除） 

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しく

は金銭を支出した場合においては、法第３１４条の７第１項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第

１号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金

額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」と

いう。）をその者の第２１条及び前条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当

該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相

当する金額とする。 

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しく

は金銭を支出した場合においては、法第３１４条の７第１項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第

１号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金

額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」と

いう。）をその者の第２１条及び前条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当

該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相

当する金額とする。 

(1) 所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金のう

ち、次に掲げるものに対する寄附金 

(1) 所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金のう

ち、次に掲げるものに対する寄附金 

 ア 省略  ア 省略 

 イ アに掲げるもののほか、千葉県内に学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１条に規定する学校若しくは就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認

定こども園若しくは所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）

第２１７条第４号に規定する専修学校若しくは各種学校の校舎

その他の規則で定める施設を有する法人又は千葉県内で社会福

祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第１項に規定する社会

福祉事業を経営する法人 

 イ アに掲げるもののほか、千葉県内に学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１条に規定する学校           

     若しくは所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）

第２１７条第４号に規定する専修学校若しくは各種学校の校舎

その他の規則で定める施設を有する法人又は千葉県内で社会福

祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第１項に規定する社会

福祉事業を経営する法人 

 (2) ～(3) 省略  (2) ～(3) 省略 

２ 省略 ２ 省略 

（市民税の申告） （市民税の申告） 
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第２８条 省略 第２８条 省略 

２～６ 省略 ２～６ 省略 

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合にお

いては、新たに第１３条第１項第３号又は第４号の者に該当するこ

ととなった者に、当該該当することとなった日から１０日以内に、

その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所

在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番

号をいう。第４７条第２項第１号において同じ。）、当該該当する

こととなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合にお

いては、新たに第１３条第１項第３号又は第４号の者に該当するこ

ととなった者に、当該該当することとなった日から１０日以内に、

その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所

在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在      

                       、当該該当する

こととなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第４７条 省略 第４７条 省略 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限

   までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限

前７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若し

くは事業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定

する個人番号をいう。）又は法人番号 

(2) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期

限及び税額 

(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期

限及び税額 

(3) 減免を受けようとする事由 (2) 減免を受けようとする事由 

３ 省略 ３ 省略 

 （固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申  （固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申
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告） 告） 

第６１条 省略 第６１条 省略 

第６２条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２又は第１２号の固

定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号

に、償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学

校法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、公益社

団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼

稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１

条の公的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医

療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営

利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をい

う。以下この条において同じ。）に該当するものに限る。）若しくは

一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法

人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康

保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共

済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産

師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置

するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物

館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置す

るもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的

とするもの（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に

属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を

当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付

して、市長に提出しなければならない。 

第６２条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２又は第１２号の固

定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号

に、償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学

校法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、公益社

団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼

稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１

条の公的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医

療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営

利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をい

う。以下この条において同じ。）に該当するものに限る。）若しくは

一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法

人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合若しくは健康

保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共

済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産

師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置

するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物

館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置す

るもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的

とするもの（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に

属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を

当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付

して、市長に提出しなければならない。 
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 (1) ～(6) 省略  (1) ～(6) 省略 

（施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出） （施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出） 

第７０条 施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申

出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに

次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

第７０条 施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申

出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに

次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に

規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は

法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資

産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称） 

(1) 代表者の住所及び氏名                  

(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略 

２ 省略 ２ 省略 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税額の

あん分の申出） 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税額の

あん分の申出） 

第７０条の２ 法第３５２条の２第５項の規定による同条第１項第１

号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に

掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出

は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年１月３１日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

第７０条の２ 法第３５２条の２第５項の規定による同条第１項第１

号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に

掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出

は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年１月３１日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 代表者の住所及び氏名                  
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(2) ～(5) 省略  (2) ～(5) 省略  

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この

項及び次項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資

産税額のあん分の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土地

納税義務者（第５号及び第４項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項に規定す

る被災年度（第３号及び第８１条の２において「被災年度」という。）

の翌年度又は翌々年度（法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難の指示等（第８１条の２において「避難の指示等」という。）が

行われた場合において、法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難等解除日（以下この項及び第８１条の２において「避難等解除日」

という。）の属する年が法第３４９条の３の３第１項に規定する被

災年（第８１条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年

であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年

の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年

度）の初日の属する年の１月３１日までに次の各号に掲げる事項を

記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この

項及び次項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資

産税額のあん分の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土地

納税義務者（第５号及び第４項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項に規定す

る被災年度（第３号及び第８１条の２において「被災年度」という。）

の翌年度又は翌々年度（法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難の指示等（第８１条の２において「避難の指示等」という。）が

行われた場合において、法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難等解除日（以下この項及び第８１条の２において「避難等解除日」

という。）の属する年が法第３４９条の３の３第１項に規定する被

災年（第８１条の２において「被災年」という。）の翌年以後の年

であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年

の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年

度）の初日の属する年の１月３１日までに次の各号に掲げる事項を

記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 代表者の住所及び氏名                  

(2) ～(6) 省略  (2) ～(6) 省略

３～４ 省略 ３～４ 省略 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第７８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、

市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対

第７８条 市長は、次の各号の一に   該当する固定資産のうち、

市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対
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して課する固定資産税を減免する。 して課する固定資産税を減免する。 

(1) ～(3) 省略 (1) ～(3) 省略 

(4) 前３号に掲げるもののほか特別の事由があるもの (4) 前各号に掲げるもののほか特別の事由があるもの 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとするものは、

納期限   までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとするものは、

納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略  

(5) 減免を受けようとする事由及び前項第３号 の固定資産にあって

は、その被害の状況

(5) 減免を受けようとする事由及び第１項第３号の固定資産にあって

は、その被害の状況

３ 省略 ３ 省略 

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告） 

第８１条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の

前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつそ

の申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。 

第８１条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の

前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつそ

の申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。 

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称） 

(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称         

(2) ～(4) 省略  (2) ～(4) 省略 

２ 省略 ２ 省略 
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（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告） 

第８１条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条第２項において準

用する場合及び同条第３項（同条第４項において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。第５号及び

次項において同じ。）の規定の適用を受けようとする者は、被災年

度の翌年度又は翌々年度（避難の指示等が行われた場合において、

避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当

該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３

年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度）の初日の属す

る年の１月３１日までに次の掲げる事項を記載し、かつ、第４号に

掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

第８１条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条第２項において準

用する場合及び同条第３項（同条第４項において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。第５号及び

次項において同じ。）の規定の適用を受けようとする者は、被災年

度の翌年度又は翌々年度（避難の指示等が行われた場合において、

避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当

該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３

年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度）の初日の属す

る年の１月３１日までに次の掲げる事項を記載し、かつ、第４号に

掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称）並びに当該納税義務者が令第５２条の１３第１項第３号か

ら第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である

場合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第

１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

    並びに当該納税義務者が令第５２条の１３第１項第３号か

ら第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である

場合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第

１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) ～(6) 省略 (2) ～(6) 省略 

２ 省略 ２ 省略 

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免） 

第９４条 省略 第９４条 省略 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 
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(1) 省略 (1) 省略 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法

人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称     

(3) ～(8) 省略 (3) ～(8) 省略 

３ 省略 ３ 省略 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第９５条 省略 第９５条 省略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めると

ころにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」

という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者

保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」と

いう。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の

規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にす

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めると

ころにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」

という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者

保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」と

いう。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の

規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にす
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る者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の

者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げる

事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。 

る者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の

者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げる

事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。 

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号（個人番号を有しな

い者にあっては、氏名及び住所）並びに減免を受ける者が身体障

害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等と

の関係 

(1) 減免を受ける者の氏名及び住所              

               並びに減免を受ける者が身体障

害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等と

の関係 

(2) ～(6) 省略 (2) ～(6) 省略 

３～４ 省略 ３～４ 省略 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１３６条の３ 市長は次の各号のいずれかに該当する土地又はその

取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、そ

の所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免すること

ができる。 

第１３６条の３ 市長は次の各号の一に   該当する土地又はその

取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、そ

の所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免すること

ができる。 

(1) ～(3) 省略  (1) ～(3) 省略 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限   までに、次に掲げる事項を記載した申告書にその

減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申告書にその

減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２

条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）

又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            
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っては、住所及び氏名又は名称） 

(2) ～(3) 省略 (2) ～(3) 省略 

３ 省略 ３ 省略 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４４条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日

までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告し

た事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなけ

ればならない。 

第１４４条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日

までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告し

た事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなけ

ればならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下

この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する

法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称） 

(1) 住所及び氏名又は名称                  

(2) ～(3) 省略 (2) ～(3) 省略 

附 則 附 則 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

第７条の３ 法附則第１５条の６第１項又は第２項の住宅について、

これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

第７条の３ 法附則第１５条の６第１項又は第２項の住宅について、

これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            
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(2) ～(3) 省略  (2) ～(3) 省略  

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第２項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第２項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略 

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住宅の敷地の用に供

する土地について、令附則第１２条第９項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、次に

掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条第３項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住宅の敷地の用に供

する土地について、令附則第１２条第９項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、次に

掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条第３項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 所有者の住所及び氏名                  

(2) ～(3) 省略 (2) ～(3) 省略 

４ 法附則第１５条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

４ 法附則第１５条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            
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(2) ～(3) 省略 (2) ～(3) 省略 

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成１３年法律第２６号）第７条第１項の登録を受け

た旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令

附則第１２条第２１項第２号に規定する補助金を受けている旨を証

する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成１３年法律第２６号）第７条第１項の登録を受け

た旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令

附則第１２条第２１項第２号に規定する補助金を受けている旨を証

する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(3) 省略 (2) ～(3) 省略 

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(3) 省略 (2) ～(3) 省略 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 
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(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(6) 省略 (2) ～(6) 省略 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５

項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５

項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(7) 省略 (2) ～(7) 省略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０

項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０

項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(6) 省略 (2) ～(6) 省略 

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係
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る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第１１項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成

７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第１１項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成

７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

(2) ～(6) 省略 (2) ～(6) 省略 

（宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等） （宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等） 

第１０条の５ 省略 第１０条の５ 省略 

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次の各号に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第８条の３第２項第１号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次の各号に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第８条の３第２項第１号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 所有者の住所及び氏名                  

(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略 

３ 法附則第２９条の５第４項の申請は、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に施行規則附則第８条の３第２項第２号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

３ 法附則第２９条の５第４項の申請は、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に施行規則附則第８条の３第２項第２号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 所有者の住所及び氏名                  
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(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略 

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に施行規則附則第８条の３第２項第３号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書に施行規則附則第８条の３第２項第３号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 所有者の住所及び氏名                  

(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等） 

第１８条 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市

長に提出しなければならない。 

第１８条 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市

長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称）並びに当該納税義務者が令附則第３３条第１項第３号から

第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場

合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称            

   並びに当該納税義務者が令附則第３３条第１項第３号から

第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場

合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) ～(4) 省略 (2) ～(4) 省略 

２ 省略 ２ 省略 


